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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本建設機械施工協会（JCMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業

大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS A 8509-1:2007 は改正され，この規格に置き換え

られた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 A 8509-1：2022 
 

基礎工事機械－安全－第 1 部：くい打機の要求事項 

Foundation work machinery-Safety- 

Part 1: Requirements for piling equipment 

 
序文 

この規格は，JIS B 9700 のまえがきに示すタイプ C 規格（個別機械安全規格）である。この規格は，く

い打機を製造業者が意図し，かつ，予見した条件の下に使用する場合に，直接関わるくい打機に特有の重

要危険源の全てを考慮しており（附属書 A 参照），それから起こるリスクを除去し，又は低減するための

適切な技術的手段を具体的に示している。 

パイルドライバ（くい打やぐら）の本体がホイールクレーン，油圧ショベルなどの本体で構成される場

合，この規格を適用できない範囲については，その本体に関する規格を適用する。 

懸垂式及びつり下げ式くい打機の本体がホイールクレーンの場合，この規格のほかにクレーンに関する

規格にも適合する必要がある。 

1 適用範囲 

この規格は，次の目的に用いるくい打機（以下，機械ともいう。）の安全要求事項について規定する。 

－ くい又は他の心材を使用する基礎工事（くいの引抜き作業も含む。） 

－ 地盤改良工事 

この規格は，掘削装置として使用するアースオーガ及びドリルアタッチメントに関する安全要求事項，

並びにくい打機を爆発の危険がある環境下で運転する場合の要求事項については規定しない。 

注記 懸垂式及びつり下げ式くい打機の本体が公道を走行する場合は，国及び地方自治体の定める道路

交通関連法規に従わなければならないとされている。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 8302 土工機械－運転員及び整備員の乗降用・移動用設備 

JIS A 8307 土工機械－ガード－定義及び要求事項 

JIS A 8310-1 土工機械－操縦装置及び表示用図記号－第 1 部：共通図記号 

JIS A 8310-2 土工機械－操縦装置及び表示用図記号－第 2 部：特定機種，作業装置及び附属品図記号 

JIS A 8312 土工機械－機械安全ラベル－通則 

JIS A 8315 土工機械－運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間 


